
                           

大阪市長期療養児療育指導等実施要綱 

 

第１ 目的 

小児慢性特定疾病等の慢性疾患にかかっていることにより長期にわたり療養を必要と

する児童（以下「長期療養児」という。）について、適切な療育を確保するために、その

疾病及び療育の状況を把握するとともに、その状況に応じた専門医師等による適切な相

談指導を行い、長期療養児の日常生活における問題や障がいの軽減、健康の保持増進及

び福祉の向上を図ることを目的とする。 

 

第２ 実施主体 

  本事業の実施主体は大阪市保健所及び各区保健福祉センターとする。 

 

第３ 実施内容 

（１）長期療養児療育指導 

    保健福祉センターは、長期療養児の療養生活状況を把握するとともに家庭看護、

福祉制度の紹介、精神的支援、その他日常生活に必要な内容について相談指導を行

うものとする。また、長期療養児で医療的ケアが必要なこどもの退院時カンファレ

ンス等に必要に応じて参加し、医療、福祉、教育等と連携し、日常生活の問題等の

改善をはかる。 

 

（２）小児慢性特定疾病児等療養相談会 

    保健所は、長期療養児及びその養育者に対し、専門医師等による医療、療養、栄

養などに関する相談指導を行う療養相談会を実施するものとする。 

 

 （３）小児慢性特定疾病児等ピアカウンセリング事業 

保健所は、長期療養児及びその養育者に対し、小児慢性特定疾病児既養育者等(ピ

アカウンセラー)による助言・相談等を行うピアカウンセリング事業を実施するもの

とする。 

 

 （４）長期療養児の在宅療養に関する支援者研修 

    保健所は、長期療養児に携わる支援者に対し、支援者の資質向上のために、研修

を実施するものとする。 

  

 

 



第４ 対象者 

  大阪市に居住する長期療養児とその養育者及び長期療養児を支援する支援者 

  

第５ 対象児童の把握 

保健所及び保健福祉センターは、養育者からの相談や長期療養児に関する療養等の内

容を記載した医療機関からの小児慢性特定疾病医療意見書別紙療育指導連絡票その他の

書類（以下「連絡票等」という。）により、療育指導対象児童の状況について把握する。

また、連絡票等を受理した際、その内容から必要に応じて医療機関に連絡をするなど、

医療機関との連携を図るよう配慮する。 

 

第６ 関係機関との連携 

長期療養児については、その性質上、保健、医療、福祉、教育にわたり幅広い関連性

を有するものであることから、保健所と保健福祉センターとの連携は元より、その他保

健・福祉関係各課、医療機関、学校等との連携を密にし、協力体制のもと相談指導が行

えるよう努めるものとする。 

 

第７ その他 

  第 3の実施内容の詳細は、各事業の実施要領に定めるものとする。  

 

附 則 

この要綱は平成１７年４月１日より適用する。 

 

附 則 

 この要綱は平成２０年１０月１日より適用する。 

 

附 則 

 この要綱は平成２４年１１月１日より適用する。 

 

附 則 

 この要綱は平成２７年１月１日より適用する。 

 

附 則 

 この要綱は令和２年６月１日より適用する。 

 

附 則 

 この要綱は令和５年４月１日より適用する。 



 

附 則 

 この要綱は令和８年４月１日より適用する。 

 


